
令和６年度大船渡市働く婦人の家運営委員会 議事録 

 

１ 開催日時及び場所 

 (1) 令和６年８月 29 日（木）午前 11 時 00 分 

 (2) 大船渡市体育センター ２階会議室 

 

２ 委員の現在数 ９名 

 

３ 出席者 

 (1) 委員 ７名 

   森淑子 会長、佐々木美紀 副会長、小原勝午 委員、平野 工 委員、佐藤貞治 委

員、大山博幸 委員、谷津季余子 委員 

 (2) 事務局 ５名 

   大船渡市商工港湾部商工課 

    課長 鈴木宏延、係長 笹崎大岳、主事 森 拓真 

   一般財団法人大船渡市スポーツ協会 

    事務局長 白﨑陽彦、事務局次長 山田奈美 

 

４ 議事の経過 

 出席予定の委員が揃ったことから、定刻前の午前 10 時 55 分に開会（進行：笹崎係長） 

 

 ・施設所管課である商工課鈴木課長及び指定管理者であり働く婦人の家館長であるス

ポーツ協会白﨑事務局長からあいさつの後、出席委員の紹介及び委員会の成立を報

告。 

 ・続いて、今年度委員全員が新たに委嘱されたことから、委員会規則第２条第１項に

基づき、会長及び副会長を互選により選出。 

  会長に森淑子委員、副会長に佐々木美紀委員を選出。 

 ・会長、副会長選出の後、委員会規則第２条第２項の規定により森会長が議長として

会を進行。 

・スポーツ協会山田次長から報告事項及び協議事項について説明。 

 (1) 報告 令和５年度事業報告について 

   質疑なし。 

 (2) 協議 令和６年度運営方針及び事業計画（案）について 

質疑なし。全会一致で原案のとおり承認。 

 

５ その他 

  昨年の運営委員会において説明した働く婦人の家の在り方の検討状況等



について、商工課鈴木課長から説明。 

→（森会長）働く婦人の家はエアコンが無いため、夏季を中心に１年間のうち７か

月間は市民体育館内の部屋を利用している。そちらを使うと有料になってしまう

が、特に活動に影響なく利用している。 

 

 ・午前 11 時 26 分閉会。 

以上 


